
鬼北町人事行政の運営等の状況について
　鬼北町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成17年鬼北町条例第193号）の規定に基づき、令和
元年度における鬼北町の人事行政の運営等の状況について、次のとおり公表します。
令和2年12月 24日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鬼北町長　兵　頭　誠　亀

区　　　分 採　用
退　　職 職員数

定　年 定年前 計 H31.4.1 R2.4.1
一般行政職 7 4 2 6 142 145
技能労務職 0 0 0 0 4 4
医　療　職 1 0 0 0 21 21
合　　　計 8 4 2 6 167 170

（1）職員の任免状況
職員の任免及び職員数に関する状況１

区分
部門

職員数 対前年
増減数 主な増減理由

平成31年 令和2年

普
通
会
計
部
門

一
般
行
政
部
門

議　　会 2 2 0
総　　務 32 33 1 えひめ地域政策研究センターへ派遣のため増
税　　務 9 9 0
民　　生 42 45 3 子ども子育て支援関連業務による増及び欠員補充
衛　　生 14 12 △ 2 退職見込者補充のための一時的な重複配置による減等
農林水産 12 13 1 一時的な重複配置による増
商　　工 3 3 0
土　　木 7 7 0
計 121 124 3

教育部門 17 17 0
小　　計 138 141 3

公
営
企
業
等
会
計
部
門

病　　院 12 12 0
水　　道 5 5 0
下 水 道 2 2 0
そ の 他 10 10 0
小　　計 29 29 0

合　　計
167

(1) 〈-〉
[227]

170
(2) 〈93〉
[227]

3
(1)
[0]

（注）採用・退職は、平成31年 4月 1日から令和2年3月 31日までの人数です。

（2）部門別職員数の状況と主な増減理由 （各年4月1日現在）

（注）１ 職員数は一般職に属する職員数（教育長は除く。）です。
２ [　　　　]内は、条例定数の合計です。
３（　）内は再任用短時間職員、〈　〉内はフルタイム会計年度任用職員の数で、外書きです。

（3）年齢別職員構成の状況（令和2年4月 1日現在）

区  分
20歳

未満

20歳
〜
23歳

24歳
〜
27歳

28歳
〜
31歳

32歳
〜
35歳

36歳
〜
39歳

40歳
〜
43歳

44歳
〜
47歳

48歳
〜
51歳

52歳
〜
55歳

56歳
〜
59歳

60歳

以上
計

職員数 0人 4人 12人 17人 15人 26人 13人 19人 27人 22人 15人 0人 170人
構成比 0.0% 2.4% 7.1% 10.0% 8.8% 15.3% 7.7% 11.2% 15.9% 12.9% 8.8% 0.0% 100.0%

職員の給与の状況2
（1）総括
①人件費の状況（普通会計決算）

区分 住民基本台帳人口
（元年度末）

歳出額
A 実質収支 人件費

B
人件費率
B／A

（参考）
30年度の人件費率

年度
元

R2.3.31 現在
10,079 人

千円
7,718,818

千円
106,474

千円
1,250,558

%
16.2

%
18.7

②職員給与費の状況（普通会計決算）

区分 職員数
A

給　　　与　　　費 一人当たり
給与費B/A給料 職員手当 期末・勤勉手当 計B

年度
元

人
138

千円
505,239

千円
69,361

千円
207,375

千円
781,975

千円
5,666

（注）１ 職員手当には退職手当を含んでいません。
２ 職員数は、平成31年 4月 1日現在の人数です。

（2）職員の平均給与月額、初任給等の状況
①職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況
　（平成31年4月 1日現在）
ア　一般行政職

区　　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額
（国比較ベース）

鬼 北 町 43.8 歳 318,220 円 385,208 円 358,312 円
愛 媛 県 43.8 歳 328,000 円 423,091 円 359,713 円

国 43.4 歳 329,433 円 ― 411,123 円
類 似 団 体 41.2 歳 303,526 円 361,229 円 329,664 円

区　　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額
（国比較ベース）

鬼 北 町 54.1 歳 315,977 円 343,302 円 335,102 円
愛 媛 県 53.4 歳 331,500 円 366,922 円 345,813 円

国 50.9 歳 287,312 円 ― 329,380 円
類 似 団 体 50.6 歳 292,522 円 314,703 円 301,798 円

イ　技能労務職

（注）１「平均給料月額」とは、平成31年 4月 1日現在における各職種ごとの職員の基
本給の平均です。
２「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当、時間外
勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態
調査において明らかにされているものです。
　　また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外
勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公
務員と同じベースで再計算したものです。

②職員の初任給の状況（令和2年4月 1日現在）
区　　　　　分 鬼北町 愛媛県 国

一般行政職
大 学 卒 186,427 円 189,643 円 182,200 円
高 校 卒 153,564 円 155,674 円 150,600 円

技能労務職
高 校 卒 148,639 円 148,639 円 ―
中 学 卒 ― 132,961 円 ―

区　　分 経験年数10年～15年 経験年数15年～20年 経験年数20年～25年
一　般
行政職

大学卒 259,648 円 302,994 円 342,102 円
高校卒 ― 266,174 円 297,278 円

技　能
労務職

高校卒 ― ― ―
中学卒 ― ― ―

③職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和2年4月 1日現在）

（3）一般行政職の級別職員数等の状況
①一般行政職の級別職員数の状況（令和2年4月 1日現在）
区分 標 準 的 な 職 務 内 容 職員数 構成比
１ 級 主 事 6 6.3
２ 級 主 査 12 12.5
３ 級 主 任 29 30.2
４ 級 係 長 21 21.9
５ 級 課 長 補 佐 18 18.8
６ 級 課 長 10 10.4

合 計 96 100.0

（注）１ 鬼北町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。
２ 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

（4）職員の手当の状況
①期末手当・勤勉手当

鬼北町 愛媛県 国

1人当たり平均支給額(令和元年度)
1,514 千円

1人当たり平均支給額(令和元年度)
1,601 千円 ―

(令和元年度支給割合 )
期末手当　　勤勉手当
2.6 月分　　 1.90 月分
(1.45)月分  (0.90)月分

(令和元年度支給割合 )
期末手当　　勤勉手当
2.6 月分　　 1.90 月分
(1.45)月分   (0.90)月分

(令和元年度支給割合 )
期末手当　　勤勉手当
2.6 月分　　 1.90 月分
(1.45)月分  (0.90)月分

（加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等
による加算措置

（加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等
による加算措置

（加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等
による加算措置

（注）　（　）内は、再任用職員に係る支給割合です。

②退職手当（令和2年4月 1日現在）
鬼　　北　　町 愛　　媛　　県

(支給率 ) 　　自己都合 　　勧奨 ･定年
勤続 20 年 19.6695 月分 24.586875 月分
勤続 25 年 28.0395 月分 33.27075 月分
勤続 35 年 39.7575 月分 47.709 月分
最高限度額 47.709 月分 47.709 月分
　その他の加算措置
定年前早期退職特例措置 2%~20%加算
1人当たり平均支給額 勧奨 ･定年

 　令和元年度 15,034 千円

(支給率 ) 　　自己都合 　　勧奨 ･定年
勤続 20 年 19.6695 月分 24.586875 月分
勤続 25 年 28.0395 月分 33.27075 月分
勤続 35 年 39.7575 月分 47.709 月分
最高限度額 47.709 月分 47.709 月分
　その他の加算措置
定年前早期退職特例措置 2%~20%加算
1人当たり平均支給額 勧奨 ･定年
 　令和元年度 21,906 千円

（単位：人）
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